
3-四 特別支援学校等における留意点

障害のある児童生徒等の安全に留意するためには、一 人一 人の障害を理解し把握するとともに、障害

のある児童生徒等も、自分の障害の状態や特性等を理解し安全に留意して学校生活が送れるように指導
することが大切です。また、特別支援学校の中には、幼稚部から高等部まで設置されている学校もある

ので、各学部が相互に連携するための連携の体制を整えていくことが重要となります。小学校等の通常

の学級や特別支援学級から、特別支援学校へ児童生徒等が転入してきた場合は、学校間で情報を共有す
るなど、連続性のある安全指導を心掛けることも必要です。

また、車椅子や白杖等を使用していることで周囲から障害のあることが理解されやすい場合だけでは
なく、一 見して障害のあることが分かりにくい場合もあります。そこで、障害者に関するマ＿ クなどを
身に着け、いざというときに支援が受けられるようにしておくことも大切です。

障害のある児童生徒等の中には、知的障害などの複数の障害を併せ有する場合もあります。また、

特別支援学校の中には、複数の障害種に対応した、いわゆる併置校と呼ばれる特別支援学校や、同 一

敷地内に高等学校と特別支援学校の分校や分教室が隣接されていたり、病院内に特別支援学校の分教室
が設置されている場合など様々な形態があることから、特別支援学校の危機管理マニュアルについて

は、児童生徒等の障害の状況や各学校の設置の状況によって工夫、連携する必要があります。
なお、障害のある児童生徒等が在籍する全ての学校において、危機管理マニュアル作成の際に本項目

に留意することが望ましいです。

【1】障害のある児童生徒等が事故等発生時に陥りやすい支障

障害のある児童生徒等が事故等発生時に陥りやすい支障例

●情報の理解・判断に時間を要したり、できないことがある。

情報の理解や ●自分から意思を伝えることが困難なことがある。

意思表示 ※全体への緊急情報伝達だけでは情報伝達漏れが生じやすく、 視覚障害や聴覚障害では、

障害に応じた情報伝達方法の配慮が必要である。また、知的障害のある児童生徒等には、

個別に簡潔な指示を与える必要がある。

●危険の認知が難しい場合がある。

●臨機応変な対応が難しく、落下物等から逃げるなどの危険回避が遅れることがある。

危険回避行動 ●風水害時の強風や濁流等に抗することが難しい。

●危険回避しようと慌て て 行動することがある。

●けがなどをしても的確に訴えず、周囲が気付かないことがある。

避難行動
●落下物や転倒物、段差や傾斜により避難行動に支障が生じることがある（肢体不自由・視覚障害）。

●エレベー タ ーが使えない状況で、階下や屋上への避難に支障が生じることがある（肢体不自由 ）。

生活•生命維持
●薬や医療用具・機器がないと生命・生活の維持が難しい。

●避難時の天候や気温によっては生命の危険がある。

非日常への適応
●経験したことのない場面や急激な環境の変化に、うまく対応できないことがある。

●不安な気持ちが被災により増幅され、普段以上に感情のコントロ ールができなくなることがある。

【2】障害のある児童生徒等の特性に応じた危機管理マニュアル作成時の留意点

●障害に応じた情報伝達方法を整備しておく。

伝達方法の整備 例） 聴覚障害：点滅灯、ディスプレイ、旗、手話、筆談、校内図など音声以外の伝達方法を検討

しておく。

●障害に応じた避難経路の整備、避難体制を検討しておく。
避難経路・避難 例）車椅子利用をする場合の経路を確認しておく。
体制の整備 例）肢体不自由：エレベ ー タ ー等が動かない状況や介助者がいない場合等の代替方法を検討

しておく。

●障害に応じた避難訓練を実施する。

避難訓練 例） 知的障害：訓練等を複数回行い経験を重ねたり、避難経路や取るべき行動が理解しやすい
図などを準備したりすることで、事態を予測して落ち羞いて行動できるように
しておく。

連 携
●保護者・医療関係者と発生時の対応について 事前に検討しておく。

例）病院内における学級：病院との連携方法等を検討しておく。
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